
白石市図書館雑誌スポンサー制度募集要項

１ スポンサー募集の目的

白石市図書館（以下「図書館」という。）で配架する雑誌のカバー等を広

告媒体として活用することにより、民間事業者等に情報発信の場を提供する

とともに、図書館資料購入のための財源を確保し、もって図書館サービスの

充実を図ることを目的とします。

２ 雑誌スポンサー制度の内容

スポンサーに雑誌を購入していただき、提供を受けた雑誌を図書館に配架

します。提供雑誌の最新号カバー表面と雑誌架にスポンサー名を表示し、最

新号カバー裏面には広告を表示することができます。なお、雑誌を購入する

書店等はスポンサーが指定できます。また、図書館へ提供された雑誌は図書

館の所有となります。

３ スポンサーの対象

(1) スポンサーは、次のいずれにも該当しない企業、商店、団体等としま

す。

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法

律第１２２号）の規定により規制を受ける業種の他これに類するもの

② 宮城県青少年健全育成条例（昭和３５年宮城県条例第１３号）の規

定により規制を受ける業種の他これに類するもの

③ 武器等の製造事業又は武器等の販売業

④ たばこ製造業又はたばこ卸売業

⑤ 公営を除くギャンブルその他これに類するもの

⑥ 貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）の規定に

より規制を受ける貸金業

⑦ 利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う

事業

⑧ 整体、カイロプラクティック、エステティック等の法律の定めのな

い医療類似行為を行う業種

⑨ 占方業又は運勢判断業

⑩ 興信業又は探偵業



⑪ 債権取立業又は示談引受業

⑫ 火葬業又は墓地管理業

⑬ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再

生手続開始の申立てがある事業者

⑭ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更

正手続開始の申立てがある事業者

⑮ 各種法令に違反している事業者

⑯ 本市の入札参加資格において指名停止措置を受けている期間中の事

業者

⑰ 本市の市税等を滞納している事業者

⑱ 白石市暴力団排除条例（平成２４年白石市条例第２６号）に規定す

る暴力団又は暴力団と密接な関係を有する事業者

⑲ 前各号に掲げるもののほか、スポンサーとして適当でないと図書館

長が認める者

(2) 個人からの提供は対象としません。

(3) 雑誌の発行元は自らが発行する雑誌のスポンサーにはなれません。

４ 広告の内容

広告の内容は、図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれのないも

のとし、次のいずれにも該当しないものとします。

① 法令の規定に違反するもの又はそのおそれのあるもの

② 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

③ 人権を侵害するおそれのあるもの

④ 政治活動、宗教活動に係るもの

⑤ 社会問題、意見広告及び売名的個人の宣伝に係るもの

⑥ 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるも

の

⑦ 広告内容を市又は図書館が推奨しているかのような誤解を招くもの

又はそのおそれのあるもの

⑧ 誇大、虚偽その他事実を誤認させるおそれのあるもの

⑨ 前各号に掲げるもののほか、広告の表示の対象とすることが適当で



ないと図書館長が認めるもの

５ 対象とする雑誌

図書館が作成した「雑誌リスト」より選定していただきます。雑誌は、複

数誌の選定が可能です。リスト以外の雑誌を希望される場合は、図書館にご

相談ください。

６ 広告の規格・表示方法及び配架場所

(1) 提供雑誌の最新号カバー表面に、スポンサー名等の表示をします。そ

の大きさは概ね雑誌スポンサー制度表示様式見本のとおりとし、貼付位

置は最新号カバーの中央より下部とします。

(2) 最新号の閲覧中でもスポンサー名がわかるように雑誌架にも表示しま

す。

(3) 最新号カバーの裏面に広告チラシを１枚挿入できます。広告チラシは

片面印刷のものとし、大きさは、最新号カバーに収まるサイズとします

。なお、広告はスポンサーが作成してください。

(4) 表示期間は契約期間内の発行雑誌とし、広告の内容を変更する場合に

は、あらかじめ図書館長と協議するものとします。

(5) 雑誌の配架場所は図書館長が決定します。

７ 広告表示及び雑誌提供の期間

広告の表示期間は、雑誌の提供期間と同様とします。原則として１年間（

４月１日～翌年３月３１日）とし、年度の途中からの場合は、スポンサーに

決定した月の翌月から当該年度の３月３１日までとします。

また、期間満了の３月前までに、図書館長又はスポンサーいずれかの解約

の意思表示がない場合は自動的に更新するものとし、その後も同様とします

。

８ 申込みの受付

申し込みは平成２７年３月以降随時受付します。ただし、休館日は除きま

す。

９ 申込方法

(1) 雑誌スポンサー制度利用申込書（様式第１号）に必要事項を記入・押

印し、次の添付書類とともに図書館に持参、又は郵送のいずれかの方法



により１部提出してください。

① 会社概要等（業種等がわかるもの） １部

② カバー裏面に片面広告を表示する場合は、その原稿 １部

(2) 同一の雑誌に複数の応募があった場合は、次の順で選定します。

① 先着（受付）順とします。

② 郵送等により申し込み時期の判断が困難な場合は、図書館長が抽選

を行い、選定します。

③ ２年目以降は、前年度のスポンサーを優先します。

(3) ご提出いただいた書類の内容について、図書館で審査を行い、雑誌ス

ポンサー制度利用決定（却下）通知書（様式第２号）により通知します

。

(4) スポンサーに決定した場合は、覚書（様式第３号）により契約を締結

します。

１０ 提供雑誌購入代金の支払い方法

スポンサーに提供していただく雑誌代金の支払いは、スポンサーが指定す

る書店等（以下「指定書店」）に直接お支払いください。

(1) 振込手数料等支払いに必要な一切の経費は、スポンサーの負担としま

す。

(2) スポンサーが提供する雑誌が休刊または廃刊した場合は、図書館長と

協議の上、別の雑誌に広告を振り替えるものとします。

１１ 雑誌の納入方法

(1) 図書館に提供する雑誌は、スポンサーが直接、又は指定書店等が図書

館へ納入するものとします。

(2) 納入期限は、雑誌の発売日の正午までとします。ただし、発売日が休

館日の場合は、翌開館日の正午までとします。

１２ 広告内容等の変更

(1) スポンサーは、雑誌の提供期間内に広告内容等を変更しようとすると

きは、あらかじめ広告内容等の変更届（様式第４号）を図書館長に提出

してください。

(2) ご提出いただいた広告内容等について、図書館で審査を行い、広告内



容等の変更承認決定（却下）通知書（様式第５号）により、スポンサー

に通知します。

１３ 雑誌提供中止の申出

雑誌の提供を中止する場合は、３月前までに雑誌の提供中止届（様式第６

号）を提出してください。（次年度以降の提供中止を希望される場合も必ず

ご提出ください。）

１４ スポンサーの取り消し

(1) 次のいずれかに該当する場合は、スポンサーの決定を取り消し、広告

の表示を中止するものとします。なお、広告の表示を中止する場合は、

雑誌スポンサー制度利用取消決定通知書（様式第７号）により、スポン

サーに通知します。

① スポンサーから雑誌の提供中止届（様式第６号）が提出された場合

で、これを図書館長が承認したとき。

② 広告の表示期間中に、スポンサーが「白石市図書館雑誌スポンサー

制度実施要綱」第４条第２項のいずれかに該当することが判明したと

き。

(2) 上記の規定により広告の表示を中止した場合は、雑誌の購入費用の補

償等はありません。

１５ その他

(1) 申込書等にご記入いただいた個人情報は、白石市個人情報保護条例に

基づき、雑誌スポンサー制度の運営のみに使用します。

(2) 提供を受けた雑誌の取扱い（保存期間、廃棄等）は図書館が決定しま

す。

１６ 申込先及びお問い合わせ先

〒９８９－０２５７ 宮城県白石市字亘理町３７番１号

白石市図書館

電話 ０２２４－２６－３００４

ＦＡＸ ０２２４－２６－３５０５

toshokan@city shiroishi miyagi jpメールアドレス . . .


